
広島市告示第５０４号  

令和７年１１月１０日  

  

 

 大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２項の規定により大規模小

売店舗の届出事項の変更の届出があったので、同条第３項において準用する同法第５条第

３項の規定により、次のとおり公告します。 

 

 

                       広島市長  松井 一實 

 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

⑴ 名 称 船越南商業施設 

⑵ 所在地 広島市安芸区船越南二丁目１９１８－１ 外 

２ 大規模小売店舗を設置する者 

大和リース株式会社 

代表取締役 北 哲弥 

大阪市中央区農人橋二丁目１番３６号 

３ 変更事項 

別紙のとおり 

４ 変更年月日 

⑴   荷さばき施設の位置及び面積、荷さばき施設で荷さばきを行うことができる時間帯 

令和７年１１月１日 

⑵  その他の変更事項 

令和７年１０月２１日 

５ 届出年月日 

令和７年１０月２０日 

６ 届出書の縦覧場所 

⑴  広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課 

⑵  広島市安芸区船越南三丁目４番３６号 

広島市安芸区市民部区政調整課 

７ 届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯 

⑴  縦覧期間 

令和７年１１月１０日から令和８年３月１０日まで。ただし、広島市の休日を定め

る条例（平成３年広島市条例第４９号）第１条第１項に規定する休日を除く。 



 ⑵ 縦覧のできる時間帯 

   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

８ 意見書の提出 

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により、当該大規模小売店舗を設置する者

がその周辺の地域の生活環境の保持のために配慮すべき事項について意見を有する者は、

この公告の日から４月以内に限り、広島市に対し、意見書の提出により、これを述べる

ことができます。 

９ 意見書の提出期限及び提出先 

 ⑴ 提出期限 令和８年３月１０日 

 ⑵ 提出先 

〒７３０－８５８６ 

   広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

   広島市経済観光局産業振興部企業誘致・創業推進課 
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１ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

荷さばき施設の位置及び面積 

（変更前） 

No. 位 置 面 積 

１ エブリイ棟北西側 ８０㎡ 

２ エブリイ棟南東側 ２０㎡ 

３ ひまわり棟北側  ２０㎡ 

 合 計 １２０㎡ 

 

（変更後） 

No. 位 置 面 積 

１ エブリイ棟北西側 ８０㎡ 

２ エブリイ棟南東側 ２０㎡ 

３ ひまわり棟北側 ２０㎡ 

４ ひまわり棟西側 １８㎡ 

 合 計 １３８㎡ 

 

２ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

⑴ 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

（変更前） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 備 考 

（株）エブリイ 午前 9時 00分 午後 12時 00分 - 

（株）ププレひまわり 午前 9時 00分 午後 12時 00分 - 

 

（変更後） 

小売業者 開店時刻 閉店時刻 備 考 

（株）エブリイ 午前 9時 00分 午後 12時 00分 - 

（株）ププレひまわり 午前 0時 00分 午後 12時 00分 24時間 

 

 

⑵ 来客が駐車場を利用することができる時間帯 

（変更前） 

駐車場№ 駐車可能時間帯 備 考 

1 午前 8時 30分～午前 0時 30分 - 

 

（変更後） 

駐車場№ 駐車可能時間帯 備 考 

1 午前 0時 00分～午後 12時 00分 24時間 
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⑶ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

（変更前） 

荷さばき施設№ 荷さばき可能時間帯 備  考 

1 午前 6時 00分から午後 8時 00分まで - 

2 午前 6時 00分から午後 8時 00分まで - 

3 午前 0時 00分から午後 12時 00分まで 24時間 

 

（変更後） 

荷さばき施設№ 荷さばき可能時間帯 備  考 

1 午前 6時 00分から午後 8時 00分まで - 

2 午前 6時 00分から午後 8時 00分まで - 

3 午前 0時 00分から午後 12時 00分まで 24時間 

4 午前 0時 00分から午後 12時 00分まで 24時間 

 


